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フリーランス・事業者間取引適正化等法について
法律の目的等
 個人であるフリーランスと、組織である発注事業者の間における交渉力などの格差、それに伴うフリーランスの取引上の弱い立
場に着目し、フリーランスが安心して働ける環境を整備するために制定

 多種多様な業界で活躍しているフリーランスとの業務委託取引について、①取引の適正化及び②就業環境の整備の２つの
観点から、発注事業者が守るべき義務と禁止行為を規定

 令和６年11月１日施行

発注事業者が守るべき義務と禁止行為

① 書面等による
取引条件の明示

業務委託をした場合、書面等により、直ちに、次の取引条件を明示すること

「業務の内容」「報酬の額」「支払期日」「発注事業者・フリーランスの名称」「業務委託をした日」「給付を受領／役務提供を受ける日」「給付を受領
／役務提供を受ける場所」「（検査を行う場合）検査完了日」「（現金以外の方法で支払う場合）報酬の支払方法に関する必要事項」

② 報酬支払期日の設
定・期日内の支払 発注した物品等を受け取った日から数えて60日以内のできる限り早い日に報酬支払期日を設定し、期日内に報酬を支払うこと

③ 禁止行為
フリーランスに対し、１か月以上の業務委託をした場合、次の７つの行為をしてはならないこと

●受領拒否 ●報酬の減額 ●返品 ●買いたたき ●購入・利用強制 ●不当な経済上の利益の提供要請
●不当な給付内容の変更・やり直し

④ 募集情報の
的確表示

広告などにフリーランスの募集に関する情報を掲載する際に、
・虚偽の表示や誤解を与える表示をしてはならないこと ・内容を正確かつ最新のものに保たなければならないこと

⑤ 育児介護等と業務
の両立に対する配慮

６か月以上の業務委託について、フリーランスが育児や介護などと業務を両立できるよう、フリーランスの申出に応じて必要な配慮をし
なければならないこと

⑥ ハラスメント対策に
係る体制整備

フリーランスに対するハラスメント行為に関し、次の措置を講じること

①ハラスメントを行ってはならない旨の方針の明確化、方針の周知・啓発、②相談や苦情に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備、
③ハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応 など

⑦ 中途解除等の事前
予告・理由開示

６か月以上の業務委託を中途解除したり、更新しないこととしたりする場合は、
 原則として30日前までに予告しなければならないこと
 予告の日から解除日までにフリーランスから理由の開示の請求があった場合には理由の開示を行わなければならないこと 2



これまでの取組と今後の対応
周知・広報の実施
 令和５年の本法の成立以降、以下の様々な手法により本法の内容を周知・広報
• 本法に関するパンフレット、リーフレット、ポスターの作成
• 公正取引委員会、中小企業庁及び厚生労働省による合同説明会の開催、業界団体等（※）主催の説明会への講師
派遣 ※一般社団法人日本動画協会、一般社団法人日本アド・コンテンツ制作協会、一般社団法人日本芸能従事者協会、協同組合日
本イラストレーション協会、放送コンテンツ適正取引推進協議会、日本著作者団体協議会、一般社団法人日本モデルエージェンシー協会、一
般社団法人東北映像製作社協会

• 発注事業者・フリーランスそれぞれに向けた説明動画の作成・公表、SNSによる積極的な情報発信
• インターネット広告、交通広告等の掲載
 今後も、説明会の開催やインターネット広告等の実施等により、引き続き周知・広報を図っていく。

違反行為への迅速かつ適切な対処

関係府省庁と連携した取組
 本法の施行に当たり関係府省庁が連携して必要な取組を行うため、内閣官房フリーランス・事業者間取引適正化等法担当室
長を議長とするフリーランス・事業者間取引適正化等に係る関係府省庁会議を設置

 昨年９月には、関係府省庁に対し、本法の施行前に、関係団体（※）と意見交換を行い、所管業界の取引慣行の実態を
把握、確認するとともに、公正取引委員会等が示した遵守事項等を踏まえ、本法の趣旨を周知徹底するなど、取引慣行の適
正化等の働き掛けを行うことを依頼

※一般社団法人緊急事態舞台芸術ネットワーク、公益社団法人日本芸能実演家団体協議会、一般社団法人日本映画制作者連盟、協同組合
日本映画撮影監督協会、一般社団法人日本映画制作適正化機構、一般社団法人日本動画協会、一般社団法人日本アニメーター・演出協会、
一般社団法人日本音楽事業者協会、一般社団法人日本音楽制作者連盟、一般社団法人コンサートプロモーターズ協会、一般社団法人日本舞
台芸術スタッフ団体連合会、全国舞台テレビ照明事業協同組合、協同組合日本映画制作者協会、協同組合日本映画テレビ照明協会、協同組
合日本映画監督協会、協同組合日本映画・テレビスクリプター協会 等

 引き続き、フリーランス・事業者間取引適正化等に係る関係府省庁会議を通じ、所管業界におけるフリーランスとの取引に関す
る実態把握と、取引慣行の適正化等の働き掛けに係る、関係府省庁の取組を継続的にフォローアップ

 昨年１１月の本法施行以降、公正取引委員会、中小企業庁及び厚生労働省が連携して本法を運用
 発注事業者（業務委託事業者）による本法違反行為についてフリーランス（特定受託事業者）が申し出ることができる
窓口をオンラインや各行政機関に設置するとともに、能動的な違反事件調査も実施

 引き続き、本法違反行為に対して迅速かつ適切に対処 3
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フリーランス・事業者間取引適正化等法等の周知について

法律の主要なポイント、解説動画、パンフレット、Ｑ＆Ａ、リーフレット等はこちらを御覧ください。
https://www.jftc.go.jp/fllaw_limited.html

本法の内容に関する御案内

フリーランス・事業者間取引適正化等法は令和６年１１月１日に施行されました。
本法に関係する取引を行っている事業者は、違反する行為を行うことがないよう、違反行為の未然
防止の観点から、本法の義務、禁止行為等について十分理解することが重要となります。
本法については、下記ＵＲＬにおいて、本法の内容について説明した資料、パンフレット、Ｑ＆Ａ、
リーフレット、解説動画など各種コンテンツを公開しています。

【説明資料】 【Ｑ＆Ａ】
【YouTube動画】

【パンフレット】
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※ 公正取引委員会のページに移動しますが、内閣官房、中小企業庁
及び厚生労働省の関連ページにもアクセス可能です。

https://www.jftc.go.jp/fllaw_limited.html


〇 フリーランスと発注者等との取引上のトラブルなどについては、関係省庁（内閣官房・公正取引委員会・厚生労働省・中
小企業庁）が連携して、フリーランスの方が弁護士にワンストップで相談できる窓口（フリーランス・トラブル110番）を設置。

フリーランス・トラブル110番（令和２年11月設置）

ご相談の流れ

フリーランス・トラブル110番HP（https://freelance110.mhlw.go.jp/)
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＜申出方法＞

○ 本法律に違反する事実がある場合、特定受託事業者は、本法律の所管省庁（公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働
省）に対しその旨を申し出ることができます。

フリーランス・事業者間取引適正化等法の被疑事実についての申出窓口（令和６年11月設置）

【公正取引委員会・中小企業庁】
・取引条件の明示義務（３条）
・期日における報酬支払義務（４条）
・受領拒否・報酬の減額等の行為の禁止（５条）
・報復行為の禁止（６条３項）

【厚生労働省】
・募集情報の的確表示義務（12条）
・育児介護等と業務の両立に対する配慮義務（13条）
・ハラスメント対策に係る体制整備義務（14条）
・中途解除等の事前予告・理由開示義務（16条）
・報復行為の禁止（17条３項）

＜申出先行政機関＞＜申出受付事前確認表で意向を確認＞

④の場合
に申出が
可能（①、
②の場合
はフリーラン
ス・トラブル
110番
へ）

１ オンラインによる申出
申出受付フォームへの入力により、オンラインで申出を行うことができます。

＜申出受付フォーム掲載ページ＞

２ 紙による申出
オンラインによる申出が困難な場合には、申出書を記入し郵送いただくことで申出を行うこともできます。
記入の際は、次の申出書の記入要領・記入例をご参照ください。 https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/001331717.pdf

公正取引委員会 → https://www.jftc.go.jp/soudan/shinkoku/freelance.html
中小企業庁 → https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/download/freelance/moushide_contact.pdf
厚生労働省 → https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/index.html

＜申出窓口＞
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